
横浜国立大学教育学部附属学校の在り方検討委員会における 

検討のコンセプト 

１．横浜国立大学の方向性 
〇 国と地域のイノベーション創出の中心的役割を果たすべく、多様な学術知・実践知を動

員し、自治体、産業界、市民等の多様なステークホルダーと国内外を問わず分野を越えて
オープンに連携することで、新たな社会・経済システムの構築やイノベーションの創出・
科学技術の発展に資する「知の統合型大学」として世界水準の研究大学を目指す。（第 4
期中期目標中期計画より） 

２．横浜国立大学教育学部のミッション（別紙参照） 
〇 社会の変化や技術革新に対応し、教員としての資質・能力を継続的に高められている中、

教員養成系学部・教職大学院・附属学校が中心的な役割を果たし、教員養成・研修機能の
高度化に取り組む。（中教審「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会資料よ
り） 

３．横浜国立大学教育学部附属学校のミッション 
〇 実践的・先導的な学校教育 

実験的・先導的な教育課題への取組 
地域における指導的・モデル的な学校としての取組 
派遣教員のエリアリーダー養成としての役割 

〇 教育実習の実施 
学部及び教職大学院の実習計画に基づく教育実習の実施 

  教員を目指す学生に対し、体験的な実習を実施 
〇 大学・学部・大学院における教育に関する研究への協力 

現代的教育課題に対応した教員養成の在り方に関する研究への協力 

附属学校の在り方（コンセプト） 
～ 現代的教育課題に挑戦する附属学校の再構築 ～ 

（教育学部附属学校の存在意義の明確化） 
・大学との連携
・地域との連携
・成果の還元
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横浜国立大学教育学部附属学校の現状と課題 

〇教育学部の規模縮小との関係 

〇実験的・先導的な教育課題への取組 

〇地域における指導的・モデル的な学校としての取組み 

〇学部・大学院における実習計画に基づく教育実習・学校実習の実施 

〇附属学校教員の人材育成 

〇附属学校教員の働き方改革及び児童・生徒の健全育成への対応 

〇施設老朽化 

〇堅固な同窓会組織 

〇その他 
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ステイクホルダーへの意見聴取項目

【7/25〆】横浜国立大学教育学部附属学校の在り方
検討委員会からの意見聴取のお願い 

現在、横浜国立大学教育学部附属学校在り方検討委員会では以下の諮問を学⾧から受け、

答申作成に向けて検討を開始しました。 

【諮問事項】 

横浜国立大学教育学部附属学校（以下、本学附属学校）の現状と課題を踏まえ、本学附属

学校における持続可能な共生社会の実現に向けた教育の在り方及び今後の本学附属学校

が果たすべき役割と改善方策について諮問する。 

第１回検討委員会において、事前にステイクホルダーより意見を聴取する必要性につ

いて議論されました。 

 そこで、本学附属学校における重要なステイクホルダーである本学教育学部／教育学

研究科教員及び附属学校教員より、持続可能な共生社会の実現に向けた中・⾧期的な附属

学校の在り方に関するご意見を賜りたいと存じます。 

ついては、以下の事項について、ご回答をお願いいたします。 

ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

1.ご所属について【必須】

〇教育学部

〇教育学研究科

〇附属学校

2.【教育学部・教育学研究科ご所属の方は必須】

国立教員養成大学として、附属学校の果たす役割、必要性について①理論と実践の往還的視

点から、②実習の場としての視点から、③協働研究の場としての視点から ご意見をお聞か

せください。

回答を入力してください 
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3.【附属学校ご所属の方は必須】 

附属学校の果たす役割、必要性について、実践の場の視点からご意見をお聞かせください。 

回答を入力してください 

 

 

4.学校・学級規模について、ご意見をお聞かせください。 

【現状】 

鎌倉小学校  入学定員 105 名           1 学年 3 学級 総定員 630 名 

横浜小学校  入学定員 120 名（帰国子女 15 名含む） 1 学年 3 学級 総定員 675 名（帰国子女含む） 

鎌倉中学校  入学定員 155 名（帰国子女 15 名含む） 1 学年 4 学級 総定員 465 名（帰国子女含む） 

横浜中学校  入学定員 120 名（帰国子女 15 名含む） 1 学年 3 学級 総定員 360 名（帰国子女含む） 

特別支援学校 小学部 3 学級 入学定員 18 名 

       中学部 3 学級 入学定員 18 名 

       高等部 3 学級 入学定員 24 名 

【参考】 

 〈学部〉 

  学校教員養成課程 入学定員 200 名 収容定員 800 名 

 〈大学院〉 

  教育支援専攻   入学定員 16 名 収容定員 32 名 

  高度教職実践専攻 入学定員 60 名 収容定員 120 名 

回答を入力してください 

 

 

5.附属学校における実験的・先導的な教育課題への取組についてご意見をお聞かせください。 

回答を入力してください 

 

 

6.附属学校教員の人材育成についてご意見をお聞かせください。 

回答を入力してください 

 

 

7.附属学校教員の働き方についてご意見をお聞かせください。 

回答を入力してください 
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8.部活動の在り方についてご意見をお聞かせください。 

回答を入力してください 

 

 

9.施設の再構築についてご意見をお聞かせください。 

【鎌倉地区】鎌倉小学校及び鎌倉中学校 

（shisetsu.ynu.ac.jp/gakugai/shisetsu/2campus/tatemono/kamakura.html) 

 【山手地区】横浜小学校 

  (shisetsu.ynu.ac.jp/gakugai/shisetsu/2campus/tatemono/tateno.html) 

【大岡地区】横浜中学校及び特別支援学校  

  (shisetsu.ynu.ac.jp/gakugai/shisetsu/2campus/tatemono/ooka.html) 

回答を入力してください 

 

 

10.附属学校の入試の在り方についてご意見をお聞かせください。 

回答を入力してください 

 

 

11.大学（学部／大学院）との連携についてご意見をお聞かせください。 

回答を入力してください 

 

 

12.地域との連携についてご意見をお聞かせください。 

回答を入力してください 

 

 

13.その他、附属学校に関するご意見がございましたらお聞かせください。 

回答を入力してください 

 

 

 

 

 

 

 



教育学部・大学院教育学研究科と附属学校の連携について 

〇学部・研究科の教員における附属学校を活用した研究の状況 

令和３年度 令和２年度 令和元年度 

研 究 総 数

（件数） 

研究総数のうち

附属学校教員と

の共同研究数 

研 究 総 数

（件数） 

研究総数のうち

附属学校教員と

の共同研究数 

研 究 総 数

（件数） 

研究総数のうち

附属学校教員と

の共同研究数 

鎌小 4 0 5 2 1 1 

横小 4 2 2 2 1 1 

鎌中 2 2 1 1 6 4 

横中 3 2 3 2 4 3 

特支 2 1 1 0 1 1 

【附属学校教員と大学教員との共同研究例】 

・着物文化の継承を目指した教育プログラム―学校教育と生涯教育―（横中） 

・国語教育・読書教育における「仲立」としての教師・支援者の役割（横中） 

・小中連携を重視した学校代数カリキュラムに関する研究（横小・鎌中） 

・国際バカロレアの教育を生かした美術教育の研究（横中・鎌中） 

・附属特別支援学校での図画工作科を中心とした学びを生かした教育について（特支） 

・メタ認知を促す理科授業デザインに関する研究（横小） 

・小学校プログラミング教育（鎌小） 

・神奈川県産の広葉樹を活用した中学校美術科の授業について（横中） 

・養護教諭のワークショップに基づく学部授業案開発過程の分析（全附属） 

〇附属学校における教育実習の受入人数について 

令和３年度 令和２年度 令和元年度 

~2 週間

未満 

2~3 週間

未満 

3~4 週間

未満 

~2 週間未

満 

2~3 週

間未満 

3~4 週間

未満 

~2 週間未

満 

2~3 週

間未満 

3~4 週間

未満 

鎌小 (61) (62)《1》 (62)《1》 

横小 (62)《2》 (57)【2】 (57)【2】 

鎌中 (49)《2》 (47)《1》 (1)《3》 (47)《1》 (1)《3》 

横中 (47)《3》 (49) 《2》 (49) 《2》 

特支 (31)【1】 (33)【1】 (33)【1】 

（）・・・本学学部生 【】・・・大学院生 《》・・・他大学 
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○横浜国立大学教育学部附属学校部規則

(平成 29年 4月 1日教育学部規則第 12号) 

改正 平成30年8月1日教育学部規則第 12号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、横浜国立大学学則（平成 16年規則第 201号）第 14条の規定に基づ

き、横浜国立大学教育学部附属学校部（以下「附属学校部」という。）に関する必要

な事項を定める。 

(目的) 

第 2条 横浜国立大学教育学部(以下「本学部」という。)に、本学部と各附属学校及び附

属学校相互間の連携を強化し、連絡調整を図るとともに、附属学校における教育・研

究を推進するために、附属学校部を置く。 

(附属学校部長) 

第 3条 附属学校部に、附属学校部長を置き、本学部専任の教授をもって充てる。 

2 附属学校部長は、本学部の教授会の議を経て、教育学部長（以下「学部長」という。）

が任命する。 

3 附属学校部長は、附属学校における業務を総括するとともに、第 5条に規定する附属

学校部委員会における意見等をまとめ、学部長に報告する。 

4 附属学校部長の任期は、2年とし再任を妨げない。 

(附属学校部副部長) 

第 4条 附属学校部に、附属学校部副部長を置き、本学部専任の教授又は准教授をもって

充てる。 

2 附属学校部副部長は、附属学校部長の推薦を受け、学部長が任命する。 

3 附属学校部副部長は、附属学校部長を補佐し、附属学校部長の命を受け、特命事項を

処理するとともに、附属学校部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

4 附属学校部副部長の任期は、１年とし、再任を妨げない。 

(附属学校部委員会) 

第 5条 附属学校部に、次の各号に掲げる事項を検討するため、附属学校部委員会を置く。 

(1) 附属学校の連絡調整に関すること。

(2) 附属学校の教育及び研究の推進に関すること。

(3) 附属学校部及び附属学校に係る規則に関すること。

(4) 附属学校における教育実習計画の策定に係る協力に関すること。

(5) 附属学校部及び附属学校の施設設備に関すること。

(6) 附属学校教員の各教育委員会との人事交流に関すること。

(7) 附属学校の児童生徒の健康及び安全に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、附属学校部に関する重要な事項

1
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(附属学校部委員会の組織) 

第 6条 附属学校部委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員で構成す

る。 

(1) 附属学校部長

(2) 附属学校部副部長

(3) 附属学校長

(4) 附属学校副校長

(5) その他附属学校部長が指名する者 若干名

(委員長) 

第 7条 委員会に、委員長を置き、附属学校部長をもって充てる。 

2 委員長は、委員会を主宰する。 

(雑則) 

第 8条 この規則に定めるもののほか、附属学校部に関して必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年 8月 1日教育学部規則第 12号) 

この規則は、平成 30年 8月 1日から施行する。 
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